
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

令和 6年 3 月号 

 SANWA LINER 
ＵＲＬ http://www.tkcnf.com/sanwa-kaikei/pc/  

※ ホームページも情報満載です。 

是非、ご覧下さい！！ 

税理士法人 

 三和会計事務所 
山形市浜崎 76 番地 7 

TEL：（023）624-3466 FAX：（023）624-3472 

  E-mail  :  sanwa-kaikei@tkcnf.or.jp      
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3 月の税務カレンダー 

← QR で簡単に 

ホームページへ 

3 月の主な税務 

 

■3/11 (月)  ・2 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

■3/15 (金)  ・5 年分贈与税の申告 2/1 ～ 3/15 

            ・5 年分所得税の確定申告 2/16～ 3/15 

■4/1 (月)  ・1 月決算法人の確定申告と納税 

・7 月決算法人の中間申告と納税 

・消費税の年税額が 400 万円超の 4 月,7 月, 

10 月決算法人の 3 月ごとの中間申告と納税 

［消費税及び地方消費税］ 

       

         

 ★所得税・個人住民税の定額減税 
令和 6 年分の所得税、令和 6 年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族 1

人につき、所得税 3 万円、個人住民税 1 万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が 1,805
万円以下である場合に限る。 

★賃上げ促進税制の拡充・強化 
 賃上げ促進税制について、適用期限が 3 年間延長され、従来の「大企業」「中小企業」向けの内

容が見直されるほか、「中堅企業」枠が新たに創設される。主な改善点として、 
①中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の繰越(5 年間)が可能に。 
②最大控除率のアップ。中小企業 40％→45％ 大企業、中堅企業は 30%→35％へ。 
③くるみん・えるぼし認定で控除率アップ 
④教育訓練費の金額要件が追加(全雇用者給与等支給額の 0.05%以上) 

★交際費から除外される飲食費に係る見直し 
 交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲

食費に係る金額基準を 1 人当たり 5,000 円から 1 万円以下に引き上げることとした上、その適用期

限を 3 年延長する。 

★事業承継税制の特例措置に係る特例承継計画の提出期限の延長 
法人版事業承継税制と個人版事業承継税制の特例措置について、それぞれの特例承継計画の提

出期限が 2 年延長される。ただし、事業承継の期限は変更されない見通しになっている。 

★住宅ローン控除の拡充 
 住宅ローン控除について、令和 6 年限りの措置として、子育て特例対象個人(19 歳未満の子を有す

る人、またはいずれかが 40 歳未満の夫婦)に対し借入限度額を、認定住宅は 5,000 万円、ZEH 水準

省エネ住宅は 4,500 万円、省エネ基準適合住宅は 4,000 万円へと上乗せする。 
また床面積要件を従来の 50 ㎡から、令和 6 年中に建築確認したものは 40 ㎡に緩和される(新築の場

合)。 
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